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手続きフロー図 
雨水浸透阻害行為に対する対策工事として雨水貯留浸透施設を設置する場合，事前相談，

審査の手順を踏むことになります。 

 

 
  

事業エリアが 
特定都市河川流域内かつ 
1,000m2（0.1ha）以上 

事前相談不要 

事前相談 
雨水浸透阻害行為面積が
1,000 ㎡（0.1ha）以上 

許可申請不要 

雨水浸透阻害行為許可申請 

許可※ 

工事の実施 

工事の完了 

工事完了検査 

雨水貯留浸透施設の 
標識設置（久留米市） 
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※許可は，都市計画法、盛土規制法、農地法、森林法、土砂災害防止法等
と同時許可となるため，並行して各法の協議を行うことが望ましい。 


